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詐欺広告の問題（メタの投資広告、半数以上が著名人なりすましか）

出典：産経新聞 2024年4月14日 『メタの投資広告、半数以上が著名人なりすましか 1位は森永卓郎氏、2位に堀江貴文氏』

実業家の前沢友作氏や堀江貴文氏をはじめとする著名人が、SNSの
投資詐欺広告に肖像や名前を無断使用されている問題で、米IT大手
メタ（旧フェイスブック）がフェイスブックやインスタグラムなどを通じて今年
配信した投資広告のうち、半数以上がなりすましとみられることが14日、
分かった。投資広告の配信元の約65％はアカウント名に日本語が含ま
れていなかった。日本語が用いられていても不自然なケースもみられ、海
外から大量に配信されている可能性がある。

2万742個を分析すると…
警察庁の集計によると、SNSを使った投資詐欺の令和５年の認知件
数は2271件。被害総額は約278億円に上った。犯人と最初に接触し
た際に使われたSNSは、男性はフェイスブックが22・1％、女性はインスタ
グラムが31・5％で最多だった。13日には、神戸市の58歳の女性がフェ
イスブックを通じ、堀江氏をかたる人物に5000万円超を詐取される被害
が発覚した。
前沢氏によると、前沢氏になりすました詐欺広告による被害は188件、
被害総額は約20億円に達するという。前沢氏と堀江氏は10日、自民
党の消費者問題調査会などの合同勉強会に出席し、なりすまし広告の
規制強化を求めた。
（略）

https://www.sankei.com/article/20240414-JOHY7CAZSBH35BLHKJ7UHZJGSY/photo/HI7WC6XU4RAHNEHNUSWCDW2C6Y/
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詐欺広告の問題
① 詐欺罪（刑法246条）※未遂犯処罰あり
【警察庁】実行行為への着手があったと言えれば詐欺未遂で問擬可能
※ 消費者特委で質疑（後述）

② 不正競争防止法（誤認惹起行為）
【経産省】法適用は難しい
※ 商品・役務又はその広告等に、その原産地、品質・質、内容等について誤認させるような表示をする行為とはいえない？

③ 独占禁止法（ぎまん的顧客誘引）
【公取委】法適用は難しい
※ 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件について誤認させる行為とはいえない？

④ 景品表示法
【消費者庁】法適用は難しい（法改正も難しい）
※ 消費者特委で質疑（後述）

⑤ 金融商品取引法違反(無登録営業)
【金融庁】法適用は難しい
→ 広告の段階で「金融商品取引業」を行ったとはいえない？
⑥ パブリシティ権侵害
【法律なし】有名人については侵害が認められるはず
※ ただし、法令がなく適用範囲が不明確、かつ、刑事罰なし

⑦ 肖像権侵害
【法律なし】基本的には侵害が認められるはず
※ ただし、法令がなく適用範囲が不明確、かつ、刑事罰なし
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消費者問題特別委員会：SNSなりすまし広告対策について
⚫ 消費者問題に関する特別委員会

– SNSなりすまし広告対策について

→ 真渕 博 消費者庁審議官

消費者庁 「自己の供給する役務」が存在しない者による広告は、景品表示法の規制対象外。
そのため、いわゆる詐欺広告については景品表示法では一切救済されない。

消費者保護の観点がない業法的な考え方であり、消費者庁所管の法律に関して極めて問題のある見解。
そのような見解では、消費者被害を防ぐことなどできない。

例えば、「通販サイトで購入した商品が届かず、販売業者と連絡が取れない」というのはよくある消費者被害。

消費者庁の見解によると、
① 販売業者に「自己の供給する商品・役務」が存在する場合（まがりなりにも通販の「事業者」といえる場合）
→ 景品表示法で規制しうる
② 販売業者に「自己の供給する商品・役務」が存在しない場合（通販の「事業者」とはいえない場合（犯罪者としかいえない場合））
→ 景品表示法で規制しえない
つまり、通販サイトで消費者を誤認させる表示なされている場合であっても、その表示を行っているのが「事業者」でなければ、景品表示法によっ
ては規制されないということ。

仮に景品表示法での対応が難しいとしても、「犯罪者」による誤認表示については、
消費者保護の観点からも対応が必要。

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、
立法での検討も行うよう大臣に迫る。
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